
�愛媛県条例第４５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定

に基づく処分により、愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正

する条例を次のように公布する。

平成１７年３月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例

愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）の

一部を次のように改正する。

第６０条の５第３項中「第７００条の１１の３第１項」を「第７

００条の１１の２第１項」に改める。

第６０条の６第１項中「第７００条の１１の３第３項」を「第７

００条の１１の２第３項」に、「第７００条の１１の３第２項」を「

第７００条の１１の２第２項」に改める。

附則第８条第１項中「平成１８年度」を「平成２１年度」に改

める。

附則第２４条第２項及び第３項中「平成１７年３月３１日」を「

平成１９年３月３１日」に改め、同条第５項及び第６項を削る。

附 則

１ この条例は、平成１７年４月１日から施行する。

２ 改正後の愛媛県県税賦課徴収条例の規定中自動車取得税

に関する部分は、この条例の施行の日以後の自動車の取得

に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の

自動車の取得に対して課する自動車取得税については、な

お従前の例による。
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